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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出において、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステーク
ホルダーとの適切な協働に努めるべきであると認識しております。取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理
を尊重する企業文化・風土の醸成に努めてまいります。

当社は、Mission「ひとを幸せにする」、Vision「私たちは在宅療養に新しい価値の創造を行い、すべての人が安心して暮らせる社会を実現します」を
企業理念とし、企業理念の実現こそが当社の社会における責務と認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和あ
る利益の実現に取り組んでまいります。これらの取組みにより、当社を取り巻く経営環境の変化に速やかに対処できる業務執行体制を確立し、ス
テークホルダーに対しては透明性および健全性の高い企業経営が実現できるものと考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則をすべて実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

中野　剛人 5,951,012 39.02

北村　亜沙子 2,476,291 16.24

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 880,100 5.77

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 710,900 4.66

住友商事株式会社 687,000 4.50

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 509,100 3.34

GOVERNMENT OF NORWAY 290,900 1.91

島田　亨 288,308 1.89

JP MORGAN CHASE BANK 380802 237,100 1.55

LICHFIELD LP 179,300 1.18

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 4 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

松下　智樹 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松下　智樹 ○

松下智樹氏は、当社の株式20,836株を保
有しておりますが、同氏は当社の主要株
主には該当せず、また、特別な利害関係
はなく、一般株主と利益相反が生じるおそ
れがないと考えている為、独立性があると
判断しております。

〈社外取締役選任理由〉

これまで上場企業をはじめ複数の企業の経営
者としての経験があり、企業経営に関する幅広
い知識と見識を有しており、当社の経営に対
し、助言・監督する適切な人材と判断し、当社
の社外取締役として選任しております。

〈独立役員指定の理由〉

当社が東京証券取引所の定める独立性基準を
踏まえ制定した「独立役員の選任基準[k1.1]」
の要素のいずれにも抵触しておらず、独立役
員としての独立性、客観性は十分確保されてお
り適任であると判断し、独立役員として指定し
ております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 2 1 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 2 1 0 0
社内取
締役

補足説明

当社の指名・報酬委員会は、社外取締役、代表取締役社長、常務取締役の３名で構成されており、取締役会からの委任により取締役の個別の報
酬等の決定、および取締役候補者の選定、その他取締役会の諮問を受けた事項について審議・答申を行うため設置しております。

当委員会の委員は、社外役員が過半数ではありませんが、現状の企業規模等を考慮し、現在の体制（社内取締役２名＋社外取締役 １名）として

おり、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性の確保に貢献していると考えております。社外役員が過半数となるようなさ
らなるガバナンスの向上については、今後の検討すべき事項と考えております。

当事業年度は、当委員会を２回開催し、全ての委員は、その就任中に開催された当委員会の全てに出席いたしました。その具体的な主たる検討



内容は、取締役候補者の選定に係る取締役会からの諮問に対する答申、取締役会からの委任による取締役の個別の報酬等の決定に関する事
項であります。

［指名・報酬委員会の構成］

委員長　　中野 剛人（代表取締役社長）

委　 員　　北村 亜沙子（常務取締役）

委　 員　　松下 智樹（社外取締役）

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人と原則年４回面談を行い、監査結果の確認、情報交換ならびに意見交換を行っております。

また、監査役、会計監査人および内部監査担当は、四半期ごとに会合を開催し情報共有を行い、それぞれの監査計画の共有や監査実施状況の
報告等を行うことで連携を深め、監査の実効性の向上に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

松山治幸 公認会計士

清水俊順 弁護士

齋田博司 公認会計士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松山治幸 ○ ―――

〈社外監査役選任理由〉

公認会計士であり会計の専門家の観点から、
当社経営に関して中立的な立場からの助言、
偏りのない経営の監督・監視を行うために適任
であると判断いたしました。

〈独立役員指定の理由〉

東京証券取引所が定める独立性基準に抵触し
ておらず、独立役員としての独立性、客観性は
十分確保されており適任であると判断し、独立
役員として指定しております。

清水俊順 ○ ―――

〈社外監査役選任理由〉

弁護士であり法律の専門家の観点から、当社
経営に関して中立的な立場からの助言、偏り
のない経営の監督・監視を行うために適任であ
ると判断いたしました。

〈独立役員指定の理由〉

東京証券取引所が定める独立性基準に抵触し
ておらず、独立役員としての独立性、客観性は
十分確保されており適任であると判断し、独立
役員として指定しております。

齋田博司 ○

齋田博司氏は、2021年３月まで、当社の
会計監査人である太陽有限責任監査法
人の業務執行者でありましたが、同法人
を退職後４年が経過しており、独立性に影
響がないものと考えております。

（社外監査役選任理由〉

公認会計士であり会計の専門家の観点、並び
に訪問看護・介護事業を営む企業の監査や、S
aaS事業を営む企業の監査およびIPO支援業
務に携わる等、当社の事業領域に近い分野に
おける知見を有していることから、当社経営に
関して中立的な立場からの助言、偏りのない経
営の監督・監視を行うために適任であると判断
いたしました。

〈独立役員指定の理由〉

当社が東京証券取引所の定める独立性基準を
踏まえ制定した「独立役員の選任基準」の要素
のいずれにも抵触しておらず、独立役員として
の独立性、客観性は十分確保されており適任
であると判断し、独立役員として指定しておりま
す。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を満たす社外役員の全てを独立役員に指定しております。

なお、当社が定める「独立役員の選任基準」は有価証券報告書において、開示しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

中長期的な業績および企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として導入しております。

また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株
式報酬制度を導入しております。

取締役 の個人別の報酬等の内容の決定方針について取締役会において決定した内容は、「取締役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決

定方針の開示内容」に記載のとおりです。



ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社の業績、並びに企業価値向上に対する意欲を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。

［2025年12月31日現在］

第４回新株予約権

従業員６名が、権利を保有しております。

第５回新株予約権

社内取締役１名が、権利を保有しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬の総額が１億円以上である者が存在しないため、報酬の開示は行っておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役の報酬等は、企業価値向上および業績向上へのインセンティブを高めることを考慮して以下の基本方針に基づき、基本報酬、業績
連動報酬および非金銭報酬で構成します。

Ⅰ．基本方針

当社の取締役の報酬等は、企業価値向上および業績向上へのインセンティブを高めることを考慮して、基本報酬、業績連動報酬および非金銭報
酬で構成し、継続的な企業価値の向上、および企業競争力強化のため、優秀な人材の確保を可能とするとともに、当社役員の役割、並びに職責
に相応しい水準とします。さらに業績および企業価値と連動した報酬とし、株主と価値を共有するものとします。

Ⅱ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、役位を基準として担当職務、職責を考慮のうえ、総合的に勘案して決定します。

Ⅲ．業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針

業績連動報酬は、金銭報酬とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、事業年度終了後３か月以内に年１回支給するものとしま
す。その算定方法については、毎年期末決算発表時に業績予想として公表する営業利益に対して、実績の営業利益が上回った場合、当該上回る
金額の30％を上限として各取締役への支給額を決定します。なお、業績連動報酬の指標を営業利益としているのは、当社の業績や取締役の貢献
度を図るには、本業の成績である営業利益が相応しい指標と判断したためです。

Ⅳ．非金銭報酬の算定方法の決定に関する方針

非金銭報酬は、企業価値の継続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに株主との価値を共有する譲渡制限付株式報酬とし、毎年、
一定の時期に支給します。譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額500,000千円以内、かつ、当社が発行または処分する
普通株式の総数は年70,000株以内（ただし、普通株式の株式分割または株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な
範囲内で調整を行う。）とします。取締役等への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定します。

Ⅴ．金銭報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

固定報酬である月額報酬、並びに業績に連動する賞与および中長期的な業績向上へのインセンティブに資する譲渡制限付株式報酬の金額割合
は、各報酬の特性を踏まえて、当社の企業価値向上および業績向上に寄与するために適切な割合とします。

Ⅵ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の基本報酬および業績連動報酬である賞与については、取締役会決議により指名・報酬委員会に対して具体的報酬額および支給時期の
決定を委任し、指名・報酬委員会が決定します。非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の個人別の割当株式数および支給時期等については、
取締役会において決定します。

各監査役の報酬は固定報酬のみであり、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職務の内容等を勘案し、監査役会において決定してお
ります。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役および社外監査役のサポートは管理部が行っております。取締役会の資料は、管理部が事前に配布し、社外取締役および社外監査
役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前に説明しております。また、社外監査役については、常勤監査役が直接情報共
有を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(a) 取締役会

当社の取締役会は、取締役４名（うち社外取締役１名）、監査役４名（うち社外監査役３名）で構成されております。原則月１回開催の定時取締役会
に加え、必要に応じ臨時取締役会を機動的に開催し、法令や規程に定められた経営上の重要な意思決定や審議を行うとともに、各取締役の職務
執行状況の監督を行っております。

また、職務執行から独立した社外取締役および社外監査役による取締役会への助言、監視を通じ経営監視機能の強化を図っております。

当事業年度（2024年12月期）における具体的な検討内容は、法定決議事項のほか、年度予算・中期経営計画、重要な契約の締結、重要な社内規
程の改廃および内部統制システムに関する事項、重要な経営方針、並びにサステナビリティ関連として市場シェアの動向、社内研修の実施状況
等、その他重要な業務執行に関する事項であります

なお、当事業年度（2024年12月期）において、当社は取締役会を計13回開催し、全ての取締役は、その就任中に開催された取締役会の全てに出
席いたしました。

(b) 監査役会

当社の監査役会は、常勤監査役１名および非常勤監査役３名（うち社外監査役３名、以下同じ。）で構成されております。監査役会は、毎月１回定
時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、年間監査計画の内容や、取締役の職務の執行を含む監査の実施状況・監査
結果の報告等、監査役相互の情報共有を図っております。また、内部監査部門、会計監査人との情報共有と意見交換を図る等、独立した立場か
らの経営監視機能の強化に努めております。

各監査役は、取締役会に出席し、当社の意思決定等を監視し、必要に応じて意見を述べる等、透明かつ公正な経営監視体制の強化を図るととも
に、経営会議等の重要会議への出席や各部門への往査等、実効性あるモニタリングに取り組んでおります。

なお、社外監査役の松山治幸氏は、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役の
清水俊順氏は、弁護士資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。

(c) 経営会議

当社の経営会議は、常勤取締役３名および執行役員１名、並びに常勤監査役１名で構成されており、社外取締役および非常勤監査役は、任意に
より出席できることとしております。原則月１回開催し、重要事項の討議、各部門の業務報告等を行っております。

(d) コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、管理本部長を委員長とし、他、常勤取締役３名および常勤監査役１名で構成されており、社外取締役および非常勤監
査役は、任意により出席できることとしております。

原則として年４回の定期的な開催に加え、重大な事象が発生した場合にも開催することとしております。また、必要に応じ弁護士等の外部専門家
への相談等により、コンプライアンス体制の強化・推進に取り組んでおります。

(e) リスク管理委員会

リスク管理委員会は、管理本部長を委員長とし、他、常勤取締役３名および常勤監査役１名で構成されており、社外取締役および非常勤監査役
は、任意により出席できることとしております。

原則として年４回の定期的な開催に加え、重大な事象が発生した場合にも開催することとしており、リスク管理の推進に取り組んでおります。

(f) 指名・報酬委員会

当社の指名・報酬委員会は、社外取締役 、代表取締役社長、常務取締役の３名で構成されており、取締役会からの委任により取締役の個別の

報酬等の決定、および取締役候補者の選定、その他取締役会の諮問を受けた事項について審議・答申を行うため設置しております。

(g) 内部監査

当社の内部監査は、専門部門として、内部監査室を設置しておらず、代表取締役社長の命により内部監査担当者が担当いたします。内部監査担
当者は、内部監査人として業務部門から独立した立場で当社の業務執行状況を監査し、コンプライアンスの徹底とリスク防止に努めております。
内部監査担当者は、自己監査とならないよう、自己が所属している部門以外について内部監査を実施しております。内部監査実施後、作成された
監査報告書は代表取締役社長に提出され、改善が必要と思われる事項がある場合、代表取締役社長の意をとりまとめ、改善指示書を被監査部
門へ送付します。被監査部門長は、改善指示のあった事項について、その改善状況について内部監査人をとおして代表取締役社長に報告し、内
部監査人はその改善状況を確認します。

また 、内部監査人は、不正または重要な誤謬等の当社の事業活動に重大な影響を及ぼす事象を発見した場合は速やかに担当取締役に報告す

るとともに取締役会においてもその内容を報告するものとしているほか、年３回の頻度で開催される三様監査会議において内部監査の状況報告
を行い、監査役、監査役会および会計監査人と情報を共有しております。

(h) 会計監査人

当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約締結し、同監査法人より適時適切な監査が実施されております。継続監査期間は５年となります。

なお、当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）および監査役との間において、会社法第423
条第１項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定め



ており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。当該定款の規定に基づき、当社は社外取締
役および監査役の全員と責任限定契約を締結しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は 、当社の事業に精通した取締役を中心とする取締役会が重要な経営事項の審議および意思決定を行い、法的権限 を有する監査役が独

立した立場から取締役の職務執行を監査する体制を構築することで、互いの牽制機能を最大限に発揮させ、経営の効率性と健全性を確保するこ
とができると判断していることから、監査役会設置会社を採用しております。

また、社外取締役が１名を選任されております。同氏はこれまで複数の企業の経営者としての経験があり、企業経営に関する幅広い知識と見識を
有することから、当社の取締役による業務執行に対して、適宜助言・提言を行っており、経営の透明性、業務執行の適切性の確保を中心とした経
営の監視機能を担っております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

株主の議決権行使における議案検討時間を十分に確保するため、早期発送に努めてま
いります。

2026 年３月27日に開催した第14期定時株主総会に係る株主総会資料に関しましては、

同年３月12日の発送に先駆け、同年３月６日に株主総会資料を当社ホームページ等に掲
載いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定
多くの株主が株主総会に出席できるように、開催日については集中日を避けるように留意
してまいります。

電磁的方法による議決権の行使 今後の課題として検討してまいります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後の課題として検討してまいります。

招集通知（要約）の英文での提供
狭義の招集通知および株主総会参考書類の英文について、2026年３月23日に当社ホー
ムページに掲載して提供いたしました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社のホームページ上のIR専用ページにおいて公表しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
個人投資家向けの説明会等を開催し、代表取締役社長が業績や経営方針を
説明しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けの説明会等を開催し、代表取締役社長が業績や
経営方針を説明しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
海外投資家向けの説明会を開催し、代表取締役社長が業績や経営方針を説
明しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページ上のIR専用ページにおいて決算情報、適時開示情報等を掲
載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
当社のIR活動は、代表取締役社長をIR担当役員として、経営企画室を担当部
署し、専任者を配置しております。

ＩＲに関するお問合せ先：https://ewell.co.jp/ir/contact/



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、株主、投資家、取引先、役職員など全てのステークホルダーの皆様に対して、「透
明性」、「公平性」、「継続性」のある情報開示を行うため、適時適切に会社情報を開示する
のはもちろんのこと、当社の事業活動や業績、経営戦略等をより理解していただき、全ての
ステークホルダーの皆様からの信頼と正当な評価を得るため、積極的にＩＲ活動に取り組
むことが重要であると考えております。

ステークホルダーの立場の尊重については、「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的

な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 １．基本的な考え方」に記載の「コー

ポレート・ガバナンスに関する基本方針」に定めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社の事業そのものがサステナビリティの３つの柱である「環境保護」、「社会開発」、「経
済発展」に該当すると考えております。当社が提供するサービスは、紙カルテから電子カル
テへ、レセプトの電子化による請求処理事務の効率化によりペーパーレスを促進し、環境
保護に貢献しております。

また、当社サービスを使用することで訪問看護ステーションの業務効率向上が図れること
や、「iBow」に蓄積された膨大な在宅医療データを活用した事業への参入をすることで、社
会サービスを改善し社会開発に貢献いたします。そして、訪問看護にかかる複合サービス
を展開し、市場シェアの拡大、満足度の向上、顧客単価向上の循環によって、当社の経済
発展につなげてまいります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、ステークホルダーに対して、適正かつタイムリーな情報提供が重要であると認識し
ております。当社ホームページ並びに決算説明会等を通じて積極的に情報提供を行ってま
いります。

ステークホルダーに対する情報提供に係る方針については、「Ⅰ コーポレート・ガバナンス

に関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 １．基本的な考え

方」に記載の「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」に定めております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定める決議を行っており、現
在、その基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行っております。その概要は、以下のとおりであります。

ａ．当社における取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　(a)　取締役は、企業理念、法令、定款、社内ルールの遵守について自ら範を示しつつ使用人の指導を行う。併せて、取締役会および経営会議等
において、法令、定款等に対する違反がないことを確認する。

　(b) 「財務報告に係る内部統制の基本方針」を遵守して財務報告の適正性を確保するとともに、適切な体制の運用・整備・改善を行う。

　(c)「反社会的勢力による被害の防止のための基本方針」を遵守し、反社会的勢力との関係を遮断する。

　(d) コンプライアンス体制をさらに有効・強固なものとするために、コンプライアンス委員会の活動を継続する。

　(e) 社内および社外の内部通報窓口を設けてコンプライアンス体制の有効性を高める。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　(a) 職務執行に関する情報は、法令に基づくものに加え「文書管理規程」等の諸規程に従い、適切に保存および管理を行う。

　(b) 個人情報の管理について、「個人情報の保護方針」に準拠し、関連規程を整備する。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　(a) 重要な経営課題については、取締役会規程等の社内規程に基づき、取締役会、経営会議に上程して、その合理性およびリスクの予測・対応

策を審議する。

　(b)リスク管理体制を確保するためにリスク管理委員会を設置し、当社が抱えるリスク状況の把握とその評価、制御等の全社的リスク管理を行
い、その実施状況を取締役会に報告する。

　(c) リスク抑制のため、決裁者は決裁権限規程に従って関係部署と合議をしたうえで決裁判断をする。

　(d) 日常業務で発生し得るリスクの回避・最小化のため、業務遂行関係規程の充実を図る。

ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　(a) 当社は、組織に関する規程において「組織規程」「決裁権限規程」「職務分掌規程」等の社内規程を定め、職務の執行を効率的に行うために

適切な体制を整備、確保する。

　(b) 取締役会および経営会議を定期的に開催し、取締役の担当業務に関する報告と審議を行う。

　(c) 可能な限り権限委譲を行い、決裁のスピ一ドアップ・効率化を図る。

ｅ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　　当社は、監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合には、その組織・要員を確保する。

ｆ．前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　　監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合には、その補助する使用人の異動、評価等は監査役の意見を尊重したものとし、取締役から
の独立性を確保する。

　　また、監査役の職務を補助する際は、監査役の指揮命令に従う。

ｇ．当社の監査役への報告に関する体制

　(a) 経営課題、主要な申請事項、日常の業務執行状況について、監査役が出席する取締役会、経営会議にて取締役から報告を行う。

　(b) 主要な申請事項その他社内の重要な事項について、監査役は、随時、関係書類を閲覧し、報告を受けることができる。

　(c) 取締役は、経営に著しい影響を及ぼすおそれのある事態が発生した場合、職務遂行に関して不正行為・重大な法令違反等の事実が判明し

た場合には、直ちに、監査役に報告を行う。

ｈ．前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制



　(a) 監査役に報告を行った取締役および使用人に対し、そのことを理由として不利に取扱わないこととし、その旨を当社の取締役、使用人に周知

する。

　(b) 内部通報窓口に通報したことを理由とした不利益な取扱を禁止する旨を規程に明記する。

ｉ．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方
針に関する事項

　　監査役の職務の執行のために必要な費用については、請求時速やかに処理するものとし、必要に応じて事前に支払う。

ｊ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　(a) 監査役は、経営状況に関する重要な会議および内部統制に関する重要な会合に参加し、意見を述べることができる。

　(b) 監査役は、必要に応じ、社内の各部署に対し、監査に必要な資料の閲覧・提出、質問への回答等、監査への協力を求めることができるものと

し、同時に、協力を求められた部署は必ずこれに応じることとする。

　(c) 監査役は、監査の品質・効率を高めるため、適宜、内部監査担当者および会計監査人と情報・意見交換等の緊密な連携を図ることができる

ほか、弁護士その他社外の専門家に随時、相談できるものとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

ａ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人（いわゆる反社会的勢力）による被害を防止するために、次
の基本方針を掲げております。

１．当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。

２．当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正
に対応します。

３．当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。

４．当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。

５．当社は、反社会的勢力の不当要求に対応する社員の安全を確保します。

ｂ．反社会的勢力排除に向けた整備状況

１．社内規程の整備状況

当社では、「反社会的勢力排除に関する規程」を定め、全役職員が本規程を遵守し、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。

２．対応統括部署及び不当要求防止責任者

反社会的勢力への対応を統括する部署は人事総務部とし、対応の責任者は人事総務部長と定めております。

また、反社会的勢力による不当要求への対応に当たっては、役職員等の安全を最優先し、組織的に対応するものとしており、反社会的勢力による
不当要求を受けた従業員および担当者は、直ちに担当部門の責任者に当該不当要求について報告するほか、報告を受けた各部門の責任者は、
直ちに人事総務部長に報告し、対応について協議することとしております。

３．反社会的勢力チェック

当社は、取引先・株主・役員・従業員に対して、「反社会的勢力排除に関する規程」に従い、反社会的勢力の属性チェックを実施しております。な
お、当該調査の結果、調査先が反社会的勢力に該当またはそのおそれのあるときは、速やかに不当要求防止責任者に報告したうえで、調査先に
ついて警察等の外部機関への照会を行い、反社会的勢力であることが判明した場合には、当該調査先と如何なる関わり合いをもたないこととして
おります。

４．暴排条項

当社では、取引先等との契約の締結にあたり、以下の暴排条項を盛り込むこととしており、当該条項に違反する事実が判明した場合には、直ちに
取引関係等を解消することとしております。

・契約の相手方による当該契約の履行に当たり、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを求める条項

・契約締結後に、契約の交渉相手方が反社会的勢力であることが判明した場合ならびに反社会的勢力が直接または間接的に契約相手方を支配
するに至った場合には、契約を解除できる条項

５．教育の実施

当社は、役職員に対して「反社会的勢力排除に関する規程」の内容を周知徹底するとともに、反社会的勢力への対応等について、定期的な教育
および研修を行っております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



【模式図(参考資料)】

報告

指⽰

通報 報告 対応

株主総会

選任・解任 選任・解任
選任・解任

諮問報告 報告 指⽰ 報告

監査役会 会計監査⼈取締役会

選定・監督・解職

監査

 連携

会計監査

諮問・委任

報告

連携

内部監査

報告 指⽰

連携

指名・報酬委員会

社内・社外
通報窓⼝

内部監査担当

各本部

 コンプライアンス委員会
 リスク管理委員会

経営会議 代表取締役社⻑



当 社 各 部 門

① 決定事実に関する情報

② 発生事実に関する情報

③ 決算情報

各本部長・部長・室長

情報取扱責任者および管理部

情報の分析・判断

取締役会 代表取締役社長

情報取扱責任者および管理部

適時開示の実施

東京証券取引所(TDnet)、当社ウェブサイト、

近畿財務局(EDINET) 




